
職員の給与等に関する報告及び勧告にあたって 

 

１ 本年４月から始動した第２期島根創生計画のもと、県民生活に欠くことができない行政、

教育、警察など各分野のサービス提供において、日々、懸命に業務に当たっていただいてい

る職員の皆さんに、心から敬意を表します。 

 

２ 本日、本委員会は、県議会と知事に対して、職員の給与等に関する報告を行い、併せて給

与改定について勧告しました。 

 

３ 本県における給与に関する報告及び勧告に関しては、従前から「制度」・「構造」は国に準

じ、「水準」については県内民間給与水準との均衡を図ることを基本としています。 

本委員会では、本年４月から６月にかけ本年４月における県内民間事業所の給与実態等に

ついて調査するとともに、人事管理上の諸課題について、各任命権者や職員団体等との意見

交換などを通じて実態を把握し、本年の報告及び勧告について慎重に検討を行いました。 

 

４ 給与水準については、比較対象とする民間事業所の企業規模を国と同様に従業員数100人

以上に引き上げて水準比較を行い、昨年を上回る 3.29％の月例給の引上げや 0.10 月分の特

別給（ボーナス）の引上げ勧告を行いました。 

 

５ また、本年８月の人事院勧告では、特地勤務手当等の見直し、通勤手当の見直しなどが報

告・勧告されました。本県においても県内動向を踏まえ、国に準拠し給与制度を改正するこ

ととしました。 

 

６ このほか、深刻化する人材確保の課題や多忙を極める教育現場の働き方改革の推進、再任

用職員の処遇をめぐる課題、能力・実績に基づく人事管理の推進など、任命権者における各

課題への一層の取組の必要性について言及しました。 

これら諸課題に対する取組の進捗状況等については、本委員会として引き続き注視してい

く考えです。 

 

７ 人事委員会勧告制度は、労働基本権制約の代償措置として、情勢適応の原則に基づき、地

方公務員の適正な処遇を確保しようとするものです。 

勧告を通じて、日々、職務に精励している職員の適正な給与その他の勤務条件を確保する

ことは、職員の努力や成果に報いるとともに、人材確保にも資するものであり、組織活力の

向上等を通じて、行政の効率的、安定的な運営に寄与するものです。 

 

８ 県議会及び知事におかれては、人事委員会勧告制度の意義や役割に御理解をいただき、本

委員会の勧告どおり実施されるよう要請します。 

 

９ また、県民の皆様におかれましては、公務職場において質の高い県民サービスを継続的に

提供していくため、直面している諸課題に対し各任命権者が行う働き方改革等の取組への御

理解、御協力をいただきますようよろしくお願いします。 

 

 

令和７年１０月１６日 

島根県人事委員会 

                        委員長  丑久保 和 彦     




